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１ 経理適正化の取組に関するこれまでの経緯 

一昨年、判明した不適正な経理処理を受け策定した再発防止策に関して、専門的かつ公正な視点から、

その実施状況の確認や効果について検証いただくため、外部の有識者5名から成る神戸市経理適正化外

部検証委員会（以下「検証委員会」）を設置した。 

検証委員会では、5回にわたる熱心な審議の他、様々な観点で検討を重ねていただいた結果、昨年5

月に、実効性の高い再発防止と更なる経理適正化に向けた具体的な提言を含む検証委員会報告書（以下

「報告書」）を提出いただいた。 

この報告書の提出を受け、現在、市長を本部長とする神戸市経理適正化推進本部を設置し、全市をあ

げて再発防止を徹底し、提言を含む経理適正化に関する取組を総合的に推進している。 

 

 

２ 神戸市経理適正化外部評価専門委員の設置 

報告書では、市民への説明責任に係る提案として、「再発防止策の実施等に透明性を持たせ、市民か

らの監視という機能をさらに有効なものとするため、再発防止策の実施状況ならびに検証委員会の報告

に対する市の取組の進捗状況について第三者によるモニタリング体制を確立することが望ましい。」（報

告書38頁）との提言も受けている。 

これらの提言を踏まえ、市民への説明責任を徹底するため、報告書の提言を含む経理適正化に向けた

様々な取組の実施状況に関する第三者によるモニタリング体制として、本年2月に神戸市経理適正化外

部評価専門委員（以下「専門委員」）を設置し、以下の3名の委員に委嘱した。 

 

名 前 備  考 

上谷
うえたに

 佳
よし

宏
ひろ

 
弁護士（弁護士法人東町法律事務所代表社員） 

○神戸市経理適正化外部検証委員会委員 

奥谷
おくたに

 恭子
きょうこ

 
公認会計士 有限責任監査法人トーマツシニアマネジャー 

○神戸市経理適正化外部検証委員会委員 

近谷
こんたに

 衛一
えいいち

 元神戸市代表監査委員 

 

今後、継続して提言の進捗状況を評価していただき、半年程度をめどに、評価結果を含めて定期的に

進捗状況の結果を公表していく予定である。 
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３ 専門委員による評価概要 

（１）評価対象 

報告書（29頁～）において、「５ 再発防止に向けた提言」として、「再発防止に向けて速やかに

対処すべき改善策についての提案」に係る以下の27の提言の進捗状況 
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神戸市経理適正化外部検証委員会報告書の27項目（再発防止に向けて速やかに対処すべき改善策に関する提案）の提言への対応（所管課、対応方針、スケジュール等） 

第１回神戸市経理適正化推進本部会議（平成23年5月30日開催）資料抜粋 

◇ 経理適正化推進本部の設置、開催
◇ 経理適正化委員会の設置、開催

◇ 全課長級職員研修の実施
※ 財務会計事務研修と同時開催
◇ 職場研修の実施
◇ 階層別研修の実施を通じた意識啓発

　

◇ 賠償責任に関する規則の制定
※ 会計規則に盛り込むことも検討

① ◇ 事務処理フローチャートの位置づけ
※ 「財務会計事務の手引き」での明確化

④

⑤

◇

◇

◇

④ 予算の計画的執行の仕組みづくり

◇ 新たに財務会計システムに追加された予算執行状況資料
（節・細節別など）等を活用し各局内における執行管理を徹底

◇ 発注から支払までの一連の手続の可視化
※ 新財務会計システムでの運用
◇

◇ （仮称）経理事務特別検査要領の策定
（無作為抽出、無通告、事業者帳簿によるる調査など）

会計室会計課 ◇ 上記要領に基づく調査実施
④ 会計室と行財政局監察室との連携 行財政局監察室 ◇ 事業者の協力義務に関する何らかの対応の仕組みづくり

◇ 所属を限定した試験的導入

◇ システムの導入検討 　
ⅴ
　
組
織
に
係
る
提
案

物品等の専決調達も含め契約事務総括部
署の設置

◇ 「財務会計事務の手引き」の改定等

行財政局財務課

行財政局財務課

会計室会計課

新たに財務会計システムに追加された予算執行状況資料
（節・細節別など）等を活用し各局内における執行管理を徹底

平成23年度予算編成方針において、「事務処理の適正化とコ
ンプライアンスの徹底」および「適切な見積り替えを反映する
こと」などについて周知

◇

①

　

行財政局人事課 処分事由となる不適正な経理処理の類型化、明確化◇

　
　
　
係
る
提
案

　
 

説
明
責
任
に

（
４

）
市
民
へ
の

（
３

）
効
果
的
な
再
発
防
止
策
に
係
る
提
案

職員に対する事務処理の明確化（手続の
可視化）

備品台帳等の記載内容や備品以外の物
品に関する管理ルールの明確化

ⅱ
　
具
体
的
な
事
務
処
理
に
係
る
提
案

ⅲ
　
予
算
執
行
に
係
る
提
案

予算節減のインセンティブを高める取組の
推進

所管課による専決調達に対する牽制機能
の強化

ⅰ　事務処理の理解に係る提案

事務処理の例外的処理

（
２

）
職
員
の
意
識
改
革
に
係
る
提
案

行政調査規則を改定し、監察結果に関する監査委員への情
報提供をルール化

予算執行管理に関する研修項目追加

　
　
推
進
に
係
る
提
案

（
１

）
組
織
と
し
て
の

②

③

③ 職員の責務の明確化、厳格化

③ 納品検査方法の改善

② 請書受領に関するルール化及びその徹底

② 事業者への周知啓発

見積合わせのルール化

新たな事務処理を確実に遵守することを 優先と
する組織方針の明確化

　

※

コンプライアンスに関する共有理念の策定、周知

監査、監察機能を有する機関等の連携強化

コンプライアンスの中核理念化

①

⑥

物品等以外の調達事務への新たな事務処
理の適用

新たな事務処理等に関する研修の継続的な実施
及び研修効果を高める工夫

予算流用手続の簡素化②

① 予算編成システムの運用改善

抽出調査の実施

① モニタリング可能な帳票類への改善

②

再発防止策及び提言内容の進捗状況に関する第
三者も関与した進行管理、モニタリング体制の確
立

⑤ 事業者の協力義務の明確化

① 一括調達システムの導入

③ 新たな事務処理についての相談体制の確
立

ⅳ
　
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
に
係
る
提
案

③

項目 提案項目 所管課 市としての取組方針
１２月～９月～

平成24年度
　【平成２３年度前半】　　　　　　【年度後半】

　

行財政局経理課

行財政局監察室

　５月～

行財政局監察室

企画調整局企画課

行財政局行政経営課

会計室会計課

会計室会計課

行財政局経理課

会計室会計課

会計室会計課

◇ 請書受領を義務付けるケースの明確化

◇ 物品管理基準の一部見直し

監査、監察、検査業務を行う部門の意見交換できる場の設
置、実施

①

職員の意識改革に必要な研修の実施

積極的に予算執行の効率化を図るため、予算リサイクル制
度を改善し、インセンティブを拡大（捻出した財源の1/2→全
額）

部長級職員が定期的に予算執行チェックが出来る仕組みづ
くり

◇ 複数職員による検査方法を検討

◇

◇

流用手続きの簡素化を図るとともに、所管局において説明責
任を果たす観点から、節間流用について行財政局への合議
を廃止

様々な媒体を通じた情報発信

行財政局監察室

行財政局監察室

◇

◇

◇

監査事務局第一課

②

◇ 第三者も関与したモニタリングの仕組み

③

②

◇

例外的処理のためのルールを検討

物品等以外への適用拡大を検討

一定金額以上の見積合わせの義務付◇

　　（検討）　　　　（具体化、周知、実施）

　　　（検討）

　　　　　(検討）　（ルール策定)　　　　　　（具体化、周知、実施）

（5/27日に設置、5/30に開催）　　　　　　　　（継続的に開催）

（5/30日に策定）　　　　　　　　　　（周知徹底）

　（準備）　　 　   　　    （試行実施）

　　（継続的に実施）

（検討、課題整理））

　　　（検討)

　　　（検討)

　（検討）（立上げ）

（全課長級職員対象に実施）

（全職場で実施）

   （継続的に開催）

（継続的に開催）

　（検討）
　（具体化、実施）

　（具体化、実施）

　（具体化、実施）

　（具体化、実施）

（周知のための研修）

　（具体化、実施）

（方針決定） （ｼｽﾃﾑ開発）

〈4/4　新規
採用研修〉

〈6/21　３級
職員研修〉

〈７/20　係長
昇任時研修〉

〈10月上旬
主任昇任時研修〉

<12月上旬
中堅職員研修〉

　　　（検討）

　（具体化、実施）

　（具体化、実施）

　　　（検討）
　（具体化、実施）

　（具体化、実施）

　（継続的に実施）

（４月より実施済、周知）

（４月より実施済、周知）

（４月より実施済、周知）

（４月より試行、7月より実施）

　（検討）
　（具体化、実施）

（検討）

　（実施）

（４月より試行、7月より実施）

（４月より試行、7月より実施）

　（本格導入

（全課長級職員対象に実施）

　（設置）

　（検討）

　（検討）

　（検討）

 
 

（２）進捗状況の評価時点 

平成23年度末までの提言の進捗状況 

 

（３）評価実施時期 

平成24年 3月末から平成24年 5月下旬 

 

（４）評価実施方法 

27 の提言を所管する関係課に対する専門委員によるヒアリング、取組状況に関する様々な資料をも

とに、専門委員相互の議論も踏まえ、3名それぞれの専門委員が個別に評価 
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４ 今回の評価方法 

平成23年 5月 30日に開催された第１回神戸市経理適正化推進本部会議で決定した「検証委員会報告

書の27項目（再発防止に向けて速やかに対処すべき改善策に関する提案）への提言対応※３（１）の表」（以

下、「当初設定方針」）では、速やかに対処すべきとされた27項目のほとんどの提言に関して、平成23

年度末までにルールや仕組み等の制度や体制を整備することとしており、今回の評価は、平成23年度末

（平成24年 3月 31日時点）における提言の進捗状況が、当初設定方針どおりに進捗しているかどうか

が中心となった。 

したがって、提言の進捗状況に対する専門委員の評価としてのＡＢＣの基準は、下記のとおり当初設

定方針との比較に徹し、当初設定方針自体が提言の趣旨に照らし、特に不十分である場合や今後取り組

んでいく上での専門委員の意見や提案などを提言ごとに「専門委員の意見、提案等」として付すことと

なった。 

Ａ 平成23年度当初設定方針どおりには進捗している。 

Ｂ 平成23年度当初設定方針の途中段階である。 

Ｃ 平成23年度当初設定方針のとおりには全く進捗していない。 

なお、進捗結果である具体化された制度や体制が、不適正な経理処理の再発防止策としての実効性な

いし改善効果があるものかどうか、不適正な経理処理のリスク要因を解消するものなのか等の評価に関

しては、制度等の運用状況の精査が必要であり、現時点では時期尚早であると判断し、次回以降の評価

課題となる。 

 

５ 評価結果 

27 提言の評価のうち、「Ａ 平成23年度当初設定方針どおりには進捗している。」は21項目、「Ｂ 平

成23年度当初設定方針の途中段階である。」は6項目であり、提言を踏まえた取組みに着手していない

等の「Ｃ 平成23年度当初設定方針のとおりには全く進捗していない。」は無かった。 

なお、Ｂの評価を受けた6項目の提言は以下のとおりである。次頁以降、提言項目ごとに評価（Ａ、

Ｂ、Ｃ）を記載している。 

１ 職員の責務の明確化、厳格化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１７ 

２ 備品台帳等の記載内容や備品以外の物品に関する管理ルールの明確化・・・Ｐ２８ 

 ３ 物品等以外の調達事務への新たな事務処理の適用・・・・・・・・・・・・Ｐ３１ 

 ４ 事務処理の例外的処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ３１ 

 ５ 事業者の協力義務の明確化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ４１ 

 ６ 一括調達システムの導入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ４４ 
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① 新たな事務処理を確実に遵守することを最優先とする組織方針の明確化 

〔検証委員会報告書の再発防止に向けた提言〕 

不適正な経理処理を根絶するためにまず重要なことは、再発防止策を組織として推進してい

くことである。そのためには、市長自らが、新たな事務処理を確実に遵守することを 優先す

る組織方針を明確にしたうえ、その強いリーダーシップと責任のもとで、市の全組織、全職員

が不退転の決意をもって、再発防止策の推進体制を構築し、再発防止に取り組むことを宣言す

べきである。 
  

  

「「①①新新たたなな事事務務処処理理をを確確実実にに遵遵守守すするるここととをを最最優優先先ととすするる組組織織方方針針のの明明確確化化」」のの進進捗捗状状況況  

《所管課 行財政局監察室》 

 神戸市経理適正化推進本部及び神戸市経理適正化委員会の設置、開催  

報告書での提言項目（以下「提言」）の具体化も含めた経理適正化に関する様々な取組みを全庁的な体

制のもとで推進し、再発防止を徹底するため、市長をトップとする神戸市経理適正化推進本部（以下「適

正化推進本部」）及び適正化推進本部の下部組織として、速やかに対処すべきとされた 27 の提言を所管

する関係課の課長級職員をメンバーとする神戸市経理適正化委員会（以下「適正化委員会」）を平成 23

年 5月 27日に設置した。 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（１）組 織 と し て の 推 進 に 係 る 提 案  

[評価：A] 
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○ 所掌事務及び開催日 

 〔適正化推進本部会議〕 

経理適正化に関する方針の決定や提言の具体化及びその取組みの進捗状況を情報共有し、全庁での

経理適正化に向けた取組を促進する。第１回会議を平成23年 5月 30日に開催し、提言を組織として

速やかにかつ強力に推進していくことや職務執行の大前提であるコンプライアンスの徹底について確

認した。第2回会議を平成23年 11月 21日に開催し、進捗状況の報告、情報共有を行うとともに、検

証委員会委員の上谷佳宏 弁護士を講師として、不適正な経理処理等の不祥事を未然に防止する内部

管理体制である内部統制の意義に関する講演も実施した。 

 〔適正化委員会〕 

提言に係る対策の具体化、その実施状況を確認し、進行管理するとともに、取組内容に関して意見

交換する。平成23年度末までに6回開催した。 

・第１回委員会：平成23年 5 月 30日    ・第２回委員会：平成23年 7 月 15日 

・第３回委員会：平成23年 8 月 16日    ・第４回委員会：平成23年 10月 25日 

・第５回委員会：平成23年 12月 27日    ・第６回委員会：平成24年 3月 16日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

② コンプライアンスの中核理念化 [評価：A] 

〔検証委員会報告書の再発防止に向けた提言〕 

職員の意識改革の前提として、市政にとって も重要な価値基準のひとつであるコンプライアン

スを明確かつ確実に職員一人ひとりに浸透させるため、コンプライアンスに関する基本方針などを

策定し、市の事業運営における中核理念とすべきである。 
  

  

「「②②ココンンププラライイアアンンススのの中中核核理理念念化化」」のの進進捗捗状状況況  

《所管課 行財政局監察室》 

コンプライアンスに関する共有理念の策定、周知－神戸市職員コンプライアンス共有理念－ 

○ 目的、内容等 

市政におけるコンプライアンスの重要性を改めて明確化するとともに、職員一人ひとりが日常業務や

生活の中で、自立性をもって、コンプライアンス意識を高めてもらうため、神戸市政の透明化及び職員

の公正な職務執行の確保に関する条例（神戸市コンプライアンス条例）に基づく職員の基本姿勢の遵守

など市職員として特に意識し、実践すべきコンプライアンスの内容を７つの項目として理念化した神戸

市職員コンプライアンス共有理念を平成23年 5月 30日に策定し、同日の適正化推進本部会議で周知し

た。 
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○ 実効性の確保 

神戸市職員コンプライアンス共有理念のポイントや留意点、後掲するコンプライアンス自己チェック

シートなどを盛り込んだ冊子を作成し、後掲する全職場を対象とする職場研修、庁内イントラを通じて

全職員に周知啓発、徹底した。また、平成24年 1月以降、共有理念を記載した「コンプライアンス実

行宣言カード」を全職員に配布、職務時間中は常時携帯するように啓発している。 

 

【コンプライアンス実行宣言カード】 

（表 面）                      （裏 面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コ ン プ ラ イ ア ン ス 実 行 宣 言  

 私は、市職員の使命を果たすため、神戸市職員コン

プライアンス共有理念のもと、法令、社会規範やルー

ル、マナーを遵守し、常に高い倫理意識を持って、誠

実に職務に専念します。 

 

神戸市職員コンプライアンス共有理念（要約版） 

 
１ コンプライアンス条例の遵守 
 
２ 法令遵守、誠実、公正、公平な職務執行 
 
３ 高い倫理意識 
 
４ 前例踏襲の打破、業務改善、意識改革 
 
５ 適正な手続に基づく業務執行 
 
６ 風通しのよい組織風土づくり 
 
７ 個人情報の適正・厳正な管理と市民への説明責任 

 
職員名     （署 名） 
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③ 監査、監察機能を有する機関等の連携強化 [評価：A] 

〔検証委員会報告書の再発防止に向けた提言〕 

再発防止策を組織として推進していくことの一環として、監査、監察機能を有する機関や局等が

連携し、相互の密接な情報共有のもとで再発防止策を強力に実行していくべきである。 

具体的には、財務に関する監査等を実施する監査委員、内部監察を実施する行財政局監察室、会

計事務検査を実施する会計室の三者が、監査や監察、検査業務を行う過程で把握した経理処理の問

題点や、それぞれの監査、監察、検査業務を効果的なものとするための実施方法等について意見交

換ができる場の設置、監査委員への内部監察結果の報告とこれに対する監査委員の助言等の仕組み

づくり、監査委員の講評や協議の場への行財政局監察室の出席など重層的なチェック機能がより発

揮できる仕組みづくりを検討すべきである。また、外部通報案件や経理事務に関わる内部通報案件

についての情報共有の仕組みも早急に構築すべきである。 
  

  

「「③③監監査査、、監監察察機機能能をを有有すするる機機関関等等のの連連携携強強化化」」のの進進捗捗状状況況  

監査、監察、検査業務を行う部門の意見交換できる場の設置、実施  

《所管課 監査事務局第一課》 

財務に関する監査等を実施する監査事務局、監察機能を有する機関である行財政局監察室や会計室が

業務を行う過程で把握した経理処理の問題点等について情報共有し、それぞれの業務をより効果的なも

のとするための実施方法等について意見交換を行う場として、監査事務局や行財政局監察室、会計室の

関係職員をメンバーとする監査、監察業務等に係る情報連絡会を平成23年 6月 10日に設置し、平成23

年度末までに6回の会議を開催した。 

・第１回会議：平成23年 6 月 10日    ・第２回会議：平成23年 8 月 10日 

・第３回会議：平成23年 9 月 28日    ・第４回会議：平成23年 10月 12日 

・第５回会議：平成23年 12月 14日    ・第６回会議：平成24年 2 月 8 日 
 

行政調査規則を改定し、監察結果に関する監査委員への情報提供をルール化  

《所管課 行財政局監察室》 

監査、監察機能を有する機関の連携強化の観点から、行財政局監察室が実施する内部監察である行政

調査規則に基づく調査において、行政調査規則に基づく調査結果や改善要望内容、改善措置結果に関し

ては、必要に応じて適宜、監査委員に情報提供ができる仕組みを盛り込んだ規則改定を平成23年 11月

1日に実施した。 

今後は、この仕組みに基づき、必要に応じて、内部監察の結果を監査委員に情報提供し、重層的な

チェック機能がより効果的に発揮できるように運用していく。 

 

《参考》 

行政調査規則改定内容 

○行財政局監察室が実施する内部監察である行政調査規則に基づく調査においては、監査委員による監査 
や会計室が実施する会計事務検査に留意、調査対象等の重複を避け、効率的かつ効果的な実施に努めるこ 
とを明記した。 
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【新設】 

 （他の監査等についての留意等） 

第９条 行財政局長は，第６条，第７条又は前条の規定による調査の実施に当たっては，監査委員による

監査，外部監査契約に基づく監査及びこの規則に基づく調査以外の本市の機関が行う検査，調査等（以

下この条において「他の監査等」という。）について留意し，かつ，次に掲げる事項について他の監査等

と重複しないように調整し，もつて調査を効率的かつ効果的に行うよう努めるものとする。 

 ⑴ 調査の実施時期  

⑵ 調査の対象とする事項及び部局 

⑶ 調査の方法 

⑷ 前３号に掲げるもののほか，調査の実施に関する事項 

 
○また、行政調査規則に基づく調査結果、改善要望内容及び改善措置結果に関しては、必要に応じて、監 
査委員に対して情報提供ができることとした。 
【新設】 

 （監査委員への情報提供） 

第13条 行財政局長は，必要に応じて，監査委員に対し，次に掲げる事項に係る情報を提供するものとす

る。 

 ⑴ 第６条又は第７条の規定による調査の結果 

⑵ 第11条の規定による改善措置等の要求 

⑶ 前条の規定による報告 
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「（１）組織としての推進に係る提案」の進捗状況に対する 

専門委員の意見、提案等 

①新たな事務処理を確実に遵守することを 優先とする組織方針の明確化 

1 適正化推進本部会議、適正化委員会ともに形骸化しないように、定期的な開催とその頻度が重要

である。とりわけ、市民の信頼を失墜する不祥事が発生して間もないことを踏まえると、トップ（市長

だけでなく市上層部）の関与する適正化推進本部会議の開催頻度が年２回では少なすぎる。これで

は、提言項目である「組織としての推進」＝「トップが中心となっての推進」とは評価しにくい。 

 

２ 提言を具体化したルールが着実に組織に浸透するように、適正化推進本部や適正化委員会そ

れぞれが、経理適正化に向けた統制機能を積極的に果たし、全職員への周知徹底と適切な進行管

理を図ること。     

 

②コンプライアンスの中核理念化 

３ 「市政にとって も重要な価値基準であるコンプライアンスを明確かつ確実に職員一人ひとりに

浸透させる」（報告書３１頁）ため具体化された神戸市職員コンプライアンス共有理念であるが、この

共有理念だけでは、職員がコンプライアンス上の問題に直面した際に、共有理念の趣旨に沿った具

体的な行動を期待することは難しいのではないかと考える。共有理念の趣旨が職員の日々の言動

や意思決定に生かされるように、ハンドブックや行動指針の策定など職員への浸透を深める工夫を

検討して欲しい。 

 

４ 共有理念がどの程度職員一人ひとりに浸透し、実践されているのか不明であり、神戸市職員コン

プライアンス共有理念の浸透度を検証するための試み（例えば意識調査等）を実施すべきである。

 

③監査、監察機能を有する機関等の連携強化 

５ 実務者の意見交換の場である監査・監察業務等に係る情報連絡会を今後も定期的かつ継続し

て実施していくべきであるが、連絡会の議事を監査委員も含めて情報共有するための仕組みを構

築すべきである。さらに連絡会に監査委員が直接関与する場の設定を検討する必要がある。 

 

６ 監査・監察業務等に係る情報連絡会を情報共有や実務的な意見交換の場として、今後も形骸 

化することなく継続していくとともに、例えば、意見交換会で共有した課題、その改善方法等につい 

て、実務に携わる職員にフィードバックする仕組みを検討していただきたい。   

 

７ 監査委員への内部監察結果の情報提供の仕組みに実効性を持たせるために、行政調査規則第

１３条の「必要に応じて」の報告を「必要的かつ定期的」な報告に変えることを検討すべきである。ま

た、不適正な経理処理に係る案件に関して外部通報や内部通報に関する情報共有の仕組みを検

討すべきである。 
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□□□   （（（１１１）））組組組織織織とととしししてててののの推推推進進進ににに係係係るるる提提提案案案ににに対対対すすするるる平平平成成成２２２４４４年年年度度度ののの取取取組組組方方方針針針   

①①新新たたなな事事務務処処理理をを確確実実にに遵遵守守すするるここととをを最最優優先先ととすするる組組織織方方針針のの明明確確化化  

今今後後もも、、適適正正化化推推進進本本部部会会議議、、適適正正化化委委員員会会そそれれぞぞれれのの会会議議をを定定期期的的にに開開催催ししてていいくく。。ままたた、、

経経理理適適正正化化にに関関すするる方方針針のの決決定定機機関関ででああるる適適正正化化推推進進本本部部をを通通じじてて、、経経理理適適正正化化にに向向けけたた様様々々

なな取取組組みみをを、、適適正正化化推推進進本本部部ののメメンンババーーででああるる局局室室区区長長ののママネネジジメメンントトにによよっってて全全庁庁にに周周知知徹徹

底底ししてていいくく。。  

  

②②ココンンププラライイアアンンススのの中中核核理理念念化化  

今今後後もも、、神神戸戸市市職職員員ココンンププラライイアアンンスス共共有有理理念念をを研研修修等等のの様様々々なな機機会会をを通通じじてて周周知知徹徹底底ししてて 

いいくく。。ままたた、、共共有有理理念念のの周周知知がが「「押押ししつつけけ」」ととななららなないいよよううにに、、職職員員一一人人ひひととりりがが共共有有理理念念をを

大大切切ででああるるとと認認識識しし、、実実践践のの言言動動にに結結びびつつけけらられれるるよよううにに、、共共有有理理念念をを通通じじたたココンンププラライイアアンン

スス意意識識のの喚喚起起、、向向上上をを図図るる取取組組みみもも実実施施ししてていいくく。。ささららにに、、共共有有理理念念がが職職場場やや職職員員にに浸浸透透ししたた

ここととのの効効果果をを検検証証すするるたためめにに（（仮仮称称））職職員員意意識識調調査査等等をを実実施施ししてていいくく予予定定ででああるる。。  

  

③③監監査査，，監監察察機機能能をを有有すするる機機関関等等のの連連携携強強化化（（監監査査，，行行財財政政局局監監察察室室，，会会計計室室のの三三者者にによよるる意意見見交交換換のの場場））  

再再発発防防止止策策をを強強力力にに実実行行しし、、財財務務にに関関すするる監監査査等等をを実実施施すするる監監査査委委員員にによよるる重重層層的的ななチチェェッッ 

クク機機能能ををよよりり有有効効にに活活用用ででききるるよようう、、引引きき続続きき、、「「監監査査、、監監察察業業務務等等にに係係るる情情報報連連絡絡会会」」をを開開

催催しし、、監監査査委委員員のの関関与与もも含含めめ相相互互のの密密接接なな情情報報共共有有をを図図りり、、監監査査、、監監察察機機能能をを有有すするる機機関関ののよよ

りり一一層層のの連連携携強強化化にに取取りり組組んんででいいくく。。  

  

③③監監査査，，監監察察機機能能をを有有すするる機機関関等等のの連連携携強強化化（（監監査査委委員員へへのの内内部部監監察察結結果果のの報報告告ななどどのの情情報報共共有有のの仕仕組組みみづづくくりり））  

行行財財政政局局監監察察室室がが監監査査委委員員にに情情報報提提供供すするる行行政政調調査査のの種種類類ややそそのの内内容容ななどど、、行行政政調調査査規規則則第第

１１３３条条（（監監査査委委員員へへのの情情報報提提供供））にに基基づづきき重重層層的的ななチチェェッックク機機能能がが発発揮揮ででききるる運運用用方方法法をを取取りり

決決めめ、、監監査査委委員員にに対対ししてて適適宜宜、、情情報報提提供供ししてていいくく。。 
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① 職員の意識改革に必要な研修の実施 [評価：A] 

〔検証委員会報告書の再発防止に向けた提言〕 

職員が再発防止策の意義を理解し、これを遵守するという強い意識を持つためには、まずは、

その背景にある、（業務に必要であれば）多少のルール違反は許されるという悪しき組織風土

の存在、職員の公金に対する間違った意識、新たな事務処理の位置づけへの認識のなさなどの

意識を改革することが不可欠である。 

したがって、まずは全職員に対して、コンプライアンス意識を涵養するための研修を実施す

べきである。また、研修を受けた職員がコンプライアンス意識を自己チェックできる仕組みな

ど、コンプライアンス意識を定期的かつ反復的に認識し、自発的に身につける方法を検討すべ

きである。 

また、末端の職員に対する意識啓発を図っていく役割を担う幹部職員に対しては、民間企業

等でのコンプライアンスの取組などコンプライアンスに関する知識を外部の有識者等から習得でき

る機会の提供も検討すべきである。 
  

  

② 新たな事務処理等に関する研修の継続的な実施及び研修効果を高める工夫 

 [評価：A] 

〔検証委員会報告書の再発防止に向けた提言〕 

経理事務に携わる職員向けに、新たな事務処理を含む財務会計事務に関する職員研修を早急に実

施するとともに、これを継続的に実施すべきである。そして、研修項目には物品等の資産管理や予

算執行の計画的な管理の重要性及びその方法に関しても盛り込むべきである。また、この研修にお

いては、事務処理の手続的内容を正確に理解させることは当然であるが、さらにコンプライアンス

の観点から新たな事務処理を遵守することの意義を周知徹底させることが重要である。 

加えて、研修方法としても、単に講義を聴くというだけではなく、不適正な経理処理の具体的事

例を題材にしたグループ討議やいわゆるヒヤリ・ハット事例の報告のような参加型の研修を組み入

れるなどして、研修効果を高めるように工夫すべきである。 
  

（２）職 員 の 意 識 改 革 に 係 る 提 案  
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「「①①職職員員のの意意識識改改革革にに必必要要なな研研修修のの実実施施」」のの進進捗捗状状況況  

《所管課 行財政局監察室》 

「「②②新新たたなな事事務務処処理理等等にに関関すするる研研修修のの継継続続的的なな実実施施及及びび研研修修効効果果をを高高めめるる工工夫夫」」のの進進捗捗状状況況  

《所管課 会計室会計課》 

全課長級職員研修の実施－財務会計事務に関するコンプライアンスの徹底に向けた研修－  

先述した神戸市職員コンプライアンス共有理念の周知啓発を図るとともに、財務会計事務におけるコ

ンプライアンスの徹底を図り、新たな専決調達事務処理を含む財務会計事務や適正な予算執行管理の意

義、内容に関する意識啓発のため、全課長級職員を対象にした研修を平成23年 6月中旬に実施した。課

長級職員だけでなく、係長級職員や担当職員など約750名が受講した。 

・６月17日  13:30～ 

・同月20日  13:30～ 

・同月21日   9:30～       各２Ｈ程度 

・同月23日   9:30～ 

・同月24日  9:30～、13:30～ 

 （研修項目） 

  ○経理適正化に向けた取組み 
  ○神戸市職員コンプラアインス共有理念～コンプライアンスのさらなる確立を目指して～ 
  ○会計事務・・・会計事務と管理職の役割など 
  ○適正な予算執行管理について～予算の編成と執行～ 等 

 〈研修資料より抜粋〉 

  
8

現場でのチェック機能の不在
「誰も見ていないだろう」

という心理

「誰かに見られている」という『心理的規制』

現場でのチェックの存在 現場での「所属長」による実質的チェック

現場責任者たる「所属長」がチェックする『仕組み』を構築

神戸市での金銭にかかる不祥事の頻発 昨今の自治体をめぐる不祥事の頻発

書類をベースにした形式審査のみ

形式審査から実質審査への転換

専門部門による実地検査

一部の支出命令に係る所属長審査の実施

会計室による会計事務検査の実施

その原因は 会計室審査の現状は

再発防止のためには 再発防止のためには

そのため不可欠なのは そのため不可欠なのは

その手段として
具体策として

具体策として

その手段として

その手段として

保障 会計室による相談・研修

内部統制の要請からも

 

予算の執行

神戸市職員コンプライアンス共有理念
市民から託された税金の重みを深く認識し、法令に則した適正な手続

きに基づき経理事務を含む業務を遂行すること。

地方自治法第2条
事務を処理するに当たっては、住民の福祉の増進に努めるとともに、

最小の経費で最大の効果をあげるようにしなければならない。

地方財政法第4条
地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最少の限

度をこえて、これを支出してはならない。

地方公共団体の収入は、適実且つ厳正に、これを確保しなければなら

ない。  
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職場研修の実施－経理事務のコンプライアンスの推進に向けた職場研修－ 

全課長級職員研修を踏まえ、所属職員全員が新たな専決調達事務処理を含む再発防止策の意義を正確

に理解し、改めてコンプライアンスを踏まえた経理事務の適正な運用の徹底を図るため、課単位で課長

が主催する職場研修を7月 1日から9月上旬にかけて全所属において実施した。 

具体的な研修内容として、新たな専決調達事務処理を含む財務会計事務処理の意義に加え、神戸市職 

員コンプライアンス共有理念の周知徹底を図るとともに、コンプライアンス基本チェックシートでの自

己点検の実施を促した。 

また、不適正な経理処理及び不祥事の事例検討、さらには、「風通しの良い組織風土づくり」と題する 

テーマでの職員間討議を通じて、コンプライアンス意識の向上を図った。 

・期  間：平成23年 7月 1日～9月 9日 

・実施職場：448所属 

・対 象 者：所属職員全員 

・講  師：課長級職員 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

階層別研修の実施を通じた意識啓発  

毎年度、実施している階層別の研修にコンプライアンスについてのカリキュラムを盛り込み、提言及

び神戸市職員コンプライアンス共有理念の啓発を通じて法令遵守、倫理意識の徹底を図った。 

〔３級職員研修〕 

・日時：平成23年 6月 21日 16:00～16:40／受講者数：126名 

〔係長昇任時研修〕 

・日時：平成23年 9月 6日、平成24年 2月 3日 15:00～15:30／受講者数：175名 

〔主任研修〕 

・日時：平成23年 10月 5日 16:00～16:30／受講者数：206名 

〔３級職員研修及び主任研修補講〕 

・日時：平成24年 2月 7日 17:45～17:30／受講者数：16名 
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〈幹部職員向けのコンプライアンスの推進に向けた特別研修の実施〉 

主に課長級職員及び部長級の幹部職員を対象に、外部有識者を招き、民間企業でのコンプライアン

スや不祥事対策の取組事例などコンプライアンス推進に関する知識習得、意識啓発を目的とする研修

を実施した。 

〔第１回 民間企業から学ぶ幹部職員のコンプライアンス対応〕 

・日 時：平成23年 8月 29日 16:00～17:30 

・講 師：弁護士 山口利昭 氏（大阪弁護士会） 
・受講者：211名（課長級及び部長級職員他） 

・内 容： 近の民間企業におけるコンプライアンス違反事例、コンプライアンスリスクへの対処 

法、職場におけるリスク管理のためのポイントなどを講義 

 

   

〔第２回 コンプライアンス－公務員の視点から－〕 

・日   時：平成23年 12月 9日 16:00～17:30 

・講   師：弁護士 渡邊一弘 氏（元札幌高等検察庁検事長） 

・受講予定者：課長級及び部長級職員 128名 

・内   容：公務員が心がけるべきコンプライアンス、企業や官庁等の不祥事に共通する特徴 他 

〔第３回 コンプライアンスはコミュニケーションから－風通しのよい職場づくり－〕 

・日   時：平成24年 2月 9日 16:00～17:30 

・講   師：弁護士 木曽 裕 氏（元検事） 

・受講予定者：係長級、課長級、部長級職員 185名 

・内   容：コンプライアンスにおけるコミュニケーションの重要性、ロールプレイ等 

 

〈コンプライアンス推進に係るグループ討論型研修（モデル実施）〉 
係長級職員及び担当職員を中心として対象職員を限定したうえで、民間企業でのコンプライアンス研

修の経験が豊富な弁護士を外部講師として招き、コンプライアンスをテーマに、不適正な経理処理や情

報漏洩に関する具体的事例に基づく討論や討論内容にリンクした講義という方式による研修を実施した。 
「講義のみの研修と比較してコンプライアンスの理解・意識の向上という意味で有効」「単に受け身の

研修ではなく、グループ討論で、自分の頭で主体的に考えることができ、また、他の職員の様々な意見

を聞くことができるという意味で有意義だった。」「外部講師が研修を行うことにより客観的な視点から

コンプライアンスについて考える契機となった。」等、受講者の感想は概ね好評であった。 
 

 

研修風景 
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・平成23年 8月 24日 10：00～ 

・ 同上  8月 29日 10：00～ 

・ 同上  8月 29日 14：00～ 

・ 同上  8月 31日 14：00～ 

 

 経理事務の適正化に向けた研修の実施  

経理事務に携わる係長級職員及び担当職員を中心に 1,709 人を対象として経理事務の適正化に向けた

様々な取組内容を項目とする研修を、平成 24 年 2 月下旬から 3 月上旬にかけて 10 回（１回：約２時間

３０分）に分けて実施した。 
研修内容は、提言を踏まえた経理適正化の取組状況や平成 24 年度当初より実施予定の新たな事務処

理の改善点、財務会計システムの見直しなど経理事務に係る事項だけでなく、全研修項目を通じて経理

事務に関するコンプライアンスの重要性を周知徹底した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各２Ｈ 計 141名が受講 

（研修項目） 
○経理適正化外部検証委員会の提言項目の進捗状況等 
○経理適正化外部検証委員会の提言を踏まえた新たな専決調達事務処理のルール 
○公文書管理の重要性～公文書管理の現状と課題について 
○文書管理システムと財務会計システムについて 
○会計事務の基本と事務の流れ、事例検討等 
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③ 職員の責務の明確化、厳格化 [評価：Ｂ] 

〔検証委員会報告書の再発防止に向けた提言〕 

新たな事務処理に関わるそれぞれの職員の役割内容に応じて、違法な予算執行が生じた場合の地

方自治法に基づく損害賠償責任を負う職員の明確化や、違法な経理処理に関与した場合の職員に対

する厳正な懲戒処分を徹底すべきである。 
  

  

「「③③職職員員のの責責務務のの明明確確化化、、厳厳格格化化」」のの進進捗捗状状況況  

賠償責任に関する規則の制定－違法な予算執行が生じた場合の関係職員の責務の明確化－  

《所管課 行財政局監察室》 

提言を踏まえ、違法な予算執行が生じた場合の地方自治法第243条の2第 1項後段に基づく賠償責

任を負う職員の指定に係る規則の制定に向け、他自治体での規則の制定状況及び運用状況の検討、関

係課による会議等を踏まえ作業中である。 

 〈参考〉 

 〔地方自治法第243条の2（職員の賠償責任）〕 
  会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡を受けた職員、占有動産を保管している職員
又は物品を使用している職員が・・（中略）・・これによって生じた損害を賠償しなければならない。 

  次に掲げる行為をする権限を有する職員又はその権限に属する事務を直接補助する職員で普通地方公共団体
の規則で指定したものが故意又は重大な過失により法令の規定に違反して当該行為をしたこと又は怠ったこと
により普通地方公共団体に損害を与えたときも、また同様とする。 

 一 支出負担行為 
 二 第 232 条の 4 第 1 項の命令又は同条第 2 項の確認 
 三 支出又は支払 
 四 第 234 条の 2 第 1 項の監督又は検査 

 
 

処分事由となる不適正な経理処理の類型化、明確化－職員の懲戒処分の厳格化－  

《所管課 行財政局人事課》 

提言を踏まえ、平成24年 4月 1日付けで懲戒処分の指針を改定し、公務上の非違行為として、違

法な経理処理を含む不適切な事務処理の項目を新たに設けた。 

 
   「懲戒処分の指針」の新設項目 

（内容）故意又は重大な過失により適切な事務処理を怠り，又は虚偽の事務処理を行い，公務の運

営に支障を生じさせた場合 
→停職、減給又は戒告 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



- 18 - 

「（２）職員の意識改革に係る提案」の進捗状況 

に対する専門委員の意見、提案等 

①職員の意識改革に必要な研修の実施 

８ 今後も、提言を踏まえコンプライアンス意識を涵養するため不適正な経理処理の要因となった 

「（業務に必要であれば）多少のルール違反は許されるという悪しき組織風土の存在、職員の公金に

対する間違った意識、新たな事務処理の位置づけへの認識のなさなどの意識を改革すること」（報告

書３１頁）に重点を置いた研修を数年は続けるべきである。また、「研修を受けた職員がコンプライア

ンス意識を自己チェックできる仕組みなど、コンプライアンス意識を定期的かつ反復的に認識し、自

発的に身につける方法の検討」（報告書３２頁）の一つとして、同一人に対する継続的・反復的研修が

重要であることを認識すべきである。 

 

９ コンプライアンスに関する知識習得だけでなく、日々の行動や意思決定において、コンプライアン 

ス的な視点を常に意識する習慣を持てるような研修が必要である。                      

 

②新たな事務処理等に関する研修の継続的な実施及び研修効果を高める工夫 

１０ 「①具体的事例を用いた研修」「②問題事例を他の部門へ普及させるための研修」「③分かりにく

い分野の重点的研修」を検討すべきである。また、研修内容をより良いものとするために、参加者に

対するアンケートの実施等も検討すべきである。 

 

１１ 今後も、繰り返し、ルールに即した適正な事務処理を徹底できるように、研修内容や研修資料を 

改善しつつ、経理事務に関する研修を実施すること。とりわけ新たなルールや事務処理の変更があ 

る場合には、速やかに職員に対して正しい理解が図られるように研修等で周知していく必要がある。 

 

③職員の責務の明確化、厳格化 

１２ 具体化である規則の制定を当初設定方針に間にあわなかったことに留意する必要がある。今後

は、速やかに規則を策定すること。また、規則策定に際しては、全職員が規則の目的や内容を正しく

理解できるよう周知するとともに、提言の趣旨を踏まえ、予算執行事務に携わることに伴う責任の重

さを改めて徹底する必要がある。 
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□□□   （（（２２２）））職職職員員員ののの意意意識識識改改改革革革ににに係係係るるる提提提案案案ににに対対対すすするるる平平平成成成２２２４４４年年年度度度ののの取取取組組組方方方針針針   

①①職職員員のの意意識識改改革革にに必必要要なな研研修修のの実実施施  

今今後後もも、、不不適適正正なな経経理理処処理理のの要要因因ととななっったた「「（（業業務務にに必必要要ででああれればば））多多少少ののルルーールル違違反反はは

許許さされれるるとといいうう悪悪ししきき組組織織風風土土のの存存在在、、職職員員のの公公金金にに対対すするる間間違違っったた意意識識、、新新たたなな事事務務処処理理

のの位位置置づづけけへへのの認認識識ののななささのの意意識識をを改改革革すするるこことと」」（（報報告告書書 3311 頁頁））にに重重点点をを置置いいたた研研修修をを継継

続続ししてて実実施施ししてていいくく。。ままたた、、受受講講者者全全員員にに研研修修内内容容をを実実践践にに生生かかししてていいくく心心構構ええ、、感感想想をを含含

むむアアンンケケーートトをを実実施施しし、、研研修修受受講講だだけけでで終終わわるるののででははななくく研研修修のの効効果果をを持持続続的的にに高高めめてていいくく

たためめ、、研研修修内内容容やや方方法法をを改改善善ししてていいくく。。  

  

②②新新たたなな事事務務処処理理等等にに関関すするる研研修修のの継継続続的的なな実実施施及及びび研研修修効効果果をを高高めめるる工工夫夫  

今今後後もも、、具具体体的的事事例例をを用用いいるるななどど研研修修内内容容をを必必要要にに応応じじてて見見直直ししななががらら継継続続ししてて実実施施ししてて

いいくく。。  

  

③③職職員員のの責責務務のの明明確確化化、、厳厳格格化化  

改改正正懲懲戒戒指指針針のの周周知知徹徹底底とと、、不不祥祥事事根根絶絶ののたためめ、、ささららななるるココンンププラライイアアンンスス意意識識のの向向上上をを

図図っってていいくく。。ままたた、、賠賠償償責責任任をを負負うう職職員員のの指指定定にに係係るる規規則則をを速速ややかかにに策策定定しし、、規規則則のの趣趣旨旨及及

びびそそのの内内容容をを正正確確にに関関係係職職員員にに周周知知すするるととととももにに、、公公金金をを扱扱うう責責任任のの重重ささのの自自覚覚、、公公金金意意識識

のの徹徹底底をを図図っってていいくく。。 
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《ｉ 事務処理の理解に係る提案》 

① 職員に対する事務処理の明確化（手続の可視化） [評価：A] 

〔検証委員会報告書の再発防止に向けた提言〕 

新たな事務処理の流れとともに、審査事務も含めて事務処理に関わる職員の具体的な役割内容を

明確化した事務処理フローチャートを策定し、ルールとして位置づけるべきである。 
  

  

「「①①職職員員にに対対すするる事事務務処処理理のの明明確確化化（（手手続続のの可可視視化化））」」のの進進捗捗状状況況  

《所管課 会計室会計課》 

既存の財務会計事務の手引きを改定し、新たな専決調達事務処理等を内容に盛り込んだバイン

ダー方式の手引書を策定し、平成 24 年 3 月下旬に全所属に配布し、庁内イントラにも掲載した。 
 
 

事務処理と役割分担（経理事務の適正化に向けた職場研修資料より） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（３）効果的な再発防止策に係る提案 

担当者 係長・主査 支出担当者（課長・主幹等）

契約準備
①業者等から見積書をとる（見積り合せ
含む。）

発注・支出負担
行為登録

①物品購入等発注決議を起案する。
②支出負担行為登録を行う。
⑤物品等を発注する。
（⑦必要に応じて物品購入等発注管理
簿を出力する）
※業者等に履行を誓約させる必要があ
る場合は、業者から請書をもらうこと。

③物品購入等発注決議を承認
する。（支出負担行為書は添
付すること）

④物品購入等発注決議を決裁する。
※専決規程上、部長や局長の決裁が
必要な場合は決裁区分に応じて決裁を
とること。

⑥物品購入等発注決議の合
議を行う。

検査

①納品検査（又は履行確認検査）を行
う。
※備品を購入した場合は、備品台帳に
記帳すること。

①納品検査（又は履行確認検
査）を行う。
※物品管理簿への記載を省略
する場合は、検査調書に押印
すること。

支出準備 ①請求書を受理する。

支出決議

①支出決定兼支出命令登録後、支出
決議を起案する。
③決裁後処理を行う。
⑤支出命令書を印刷する。

②支出決議を承認する。

④支出決議を決裁する。
※所属長審査分については、支出決議
時に審査担当者としての審査も併せて
実施すること。

支払 ①支出関係書類を会計室へ送付する。

②支出関係書類を受付け、審査する。
※所属長審査分については、口座確認
等のみを行う。
③支払いの手続きを行う。

保存
②支出関係書類を保存する。
（保存期間は文書規程に基づく）

①支出関係書類を所属へ返却する。

各　　　　　所　　　　　属
予算掌理課 会計室
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② 事業者への周知啓発 [評価：A] 

〔検証委員会報告書の再発防止に向けた提言〕 

新たな事務処理の実効性を担保するには、調達の相手方である事業者の協力は不可欠であり、公

金を財源とする市の調達事務の意義について事業者にも理解してもらうように啓発していく必要が

ある。例えば、支出関係書類などに関する事業者向けの作成要領の策定や、ホームページに限らず

ダイレクトメールなどの様々な媒体を通じて、新たな事務処理を含めた市の財務会計事務の仕組み

や取組について分かりやすく情報発信していくべきである。 
  

　

　　　　　　担当職員

支出担当課長（所属長）

３

４

５

納品確認・検査の実施

立会人
（担当職員）

１０

７

（

見
積
書
徴
取
に
関
す
る
基
準
に
基
づ
き
）

検査員

支
 

払

１

発注内容の確定

予算掌理課

債務内容の確定
及び支出命令

業務上，物品等の購入が
必要になった場合に事業
者等に対象物品等の見積
書作成を依頼

（
請
書
提
出
の
基
準
に
基
づ
き
）1-2

２ 2-2

会 計 室

30日以内に支払い

請
求
書
の
提
出

見
積
り
依
頼 見

積
書
の
提
出

　☆支出担当者である課長の審査ポイント
【審査対象】見積書，発注書、支出負担行為書
【審査事項】
①見積依頼の適否，見積金額の妥当性
②公費購入の可否/発注の必要性，妥当性
③予算や法令に違反していないかどうか

係
長
経
由

決
議
を
得
た
発
注
書
の
写
し
を
提
出

（
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
も
可
）

請
書
の
提
出

発注書管理簿で見積もり
合わせ有無、業者の登

録、発注書、支出負担行
為書、請書、納品書、請

求書等を適正に管理

納
品
書
の
提
出

納
品

☆検査員による納品確認，検査内容ポイント
【審査対象】購入物，納品書，発注書等
【審査事項】
①納入物品の現物確認
②現物と納品書内容との照合
③発注書内容，請書内容と納品書内容との照合

請求書の受理

受理から10日以内

支出命令書作成
〇請求書
〇発注書（見積書貼付）、支出負担行為書
〇納品検査調書（納品書貼付）

係
長
経
由

☆審査担当者である課長の審査ポイント
【審査対象】支出命令書，請求書，納品検査調書，発注書、支出負担行為書等
【審査事項】
①支払内容の適否について発注書，見積書でチェック
②確認検査の有無，適否を納品検査調書でチェック
③支払先・支払金額の適否について請求書でチェック

業
者
指
定
口
座
に
振
込

支出命令書・
請求書の返却

10-2

文書保存年限に則って支出関係書類を保管

備品の場合，備品管理簿に記載

6-1

検査合格後，納品書に記名押印

 物品購入等発注書

物品購入等発注書の写し

支出命令書

（
発
注
書
記
載
の
納
品
場
所
へ
の
納
品
）

物品及び納品書の受理

規則に基づき各所属で
の検査員指定

見積書の受理

見積書を貼付して
物品購入等発注書、

支出負担行為書を作成

８６

【新たな事務処理のフローチャート】

この帳票の後ろに
「支出負担行為書」も

つけてください。

　　　　　事　　業　　者　　等任意様式の見積書作成 ・発注書の写しを受理
・決議の有無等を確認し保管

９
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「「②②事事業業者者へへのの周周知知啓啓発発」」のの進進捗捗状状況況  

《所管課 会計室会計課》 

市ホームページのトップページにある「事業者向け情報（http://www.city.kobe.lg.jp/business/）」
内に「神戸市と物品購入等の取引のある業者等の皆様へ（重要なお知らせ）」と題するページを設け、

新たな専決調達事務処理を含む財務会計事務処理に関する様々な情報の発信に努めている。 
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「（３）効果的な再発防止策の策定～新たな事務処理を支える仕組みづくり～に

係る提案 ⅰ事務処理の理解に係る提案」に対する専門委員の意見、提案等

①職員に対する事務処理の明確化（手続の可視化） 

１３ 「財務会計事務の手引き」等のハンドブックに、新たな事務処理の例外的処理が一目瞭然に一

覧できるように工夫し、分かりやすく記載すべきである。また、実務処理に携わる職員が正しい経理

事務処理を理解するための財務会計事務の手引きに関しては適時に見直していく仕組みを整備す

べきである。 

 

②「事業者への周知啓発」 

１４ 市ホームページやダイレクトメール等の市側からの一方通行的な周知に限らず、新たな専決

事務処理の仕組みに対する事業者の質問や意見対応ができる場として、事業者団体への出前説

明や物品等の取引事業者の説明会などを検討すべきである。 

 
 

□□□   （（（３３３）））効効効果果果的的的ななな再再再発発発防防防止止止策策策ののの策策策定定定～～～新新新たたたななな事事事務務務処処処理理理ををを支支支えええるるる仕仕仕組組組みみみづづづくくくりりり～～～  

ににに係係係るるる提提提案案案ⅰⅰⅰ事事事務務務処処処理理理ののの理理理解解解ににに係係係るるる提提提案案案ににに対対対すすするるる平平平成成成２２２４４４年年年度度度ののの取取取組組組方方方針針針   

①①職職員員にに対対すするる事事務務処処理理のの明明確確化化（（手手続続のの可可視視化化））  

事事務務処処理理ににおおけけるる職職員員のの役役割割分分担担ややフフロローーチチャャーートトななどどをを明明記記ししたた「「財財務務会会計計事事務務のの手手引引  

きき」」（（平平成成２２３３年年度度改改定定））をを研研修修やや相相談談等等でで活活用用しし周周知知すするる。。ままたた、、事事務務処処理理のの見見直直しし等等ががああ

れればば、、適適宜宜内内容容のの改改定定をを行行いい周周知知にに努努めめてていいくく。。  

  

②②事事業業者者へへのの周周知知啓啓発発  

平平成成２２４４年年４４月月にに入入札札参参加加資資格格業業者者（（約約４４，，００００００社社））にに対対ししててダダイイレレククトトメメーールルをを送送付付しし

事事務務処処理理ににつついいてて周周知知をを行行っったた。。今今後後もも、、必必要要にに応応じじてて事事業業者者等等かからら意意見見をを聴聴取取すするるとととともも

にに事事務務処処理理のの見見直直しし等等ががああれればば、、適適宜宜、、市市ホホーームムペペーージジ等等でで情情報報提提供供をを行行っってていいくく。。 
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《ⅱ 具体的な事務処理に係る提案》 

① 見積合わせのルール化 [評価：A] 

〔検証委員会報告書の再発防止に向けた提言〕 

一定金額以上の専決調達に関しては見積合わせを義務づけるとともに、様々な調達形態に合わせ

た見積合わせの方法や、事業者との馴れ合いや事業者の固定化を防ぐための見積合わせの実施に関

する要領などを策定し、経済的な調達を推進すべきである。 
  

  

「「①①見見積積合合わわせせののルルーールル化化」」のの進進捗捗状状況況  

《所管課 行財政局契約監理課》 

物品等の専決調達において、見積合せを不要な場合を明確化するとともに、見積もり依頼業者の

固定化を防ぐためのルールである「随意契約（物品購入）における見積書徴取に関する基準」を策

定し、平成 24 年度（4 月 1 日）から実施する。 
 
   《参考》 

随意契約(物品購入)における見積書徴取に関する基準 

平成 24 年 4 月 1 日 市長決定

 
(趣旨) 
第 1 条 この基準は、神戸市契約規則(昭和 39 年 3 月規則第 120 号。 )第 26 条第 1 項

において規定する随意契約における見積書の徴取について必要な事項を定めること

により、随意契約の公正性、経済性、効率性を確保することを目的とする。 
 
(見積書徴取の基準 ) 
第 2 条 随意契約を行う場合は、2 人以上の者から見積書を徴取しなければならない。

 ただし、以下のいずれかに該当する場合は、契約しようとする者からのみの見積書に

よることができる。 
(１ )総額が 5 万円未満かつ単体の価格が 2 万円未満の物品購入について契約する場合  
(２ )特に販売価格の定まったものについて契約する場合  
(３ )契約の性質又は目的により契約の相手方を特定せざるを得ないものについて契約

する場合  
(４ )緊急を要するものについて契約する場合  
(５ )地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「自治令」という。)第 167 条の２

第１項第 6 号、第 8 号及び第 9 号に定める事由に該当する場合  
(６ )自治令第 167 条の２第１項第３号及び第 4 号に定める随意契約によろうとする場合

において、当該契約を履行可能な者が 1 者しかいないとき。  
 
(見積書徴取にあたっての配慮事項 ) 
第 3 条 前条の規定により見積書を徴取しようとする場合は、地元中小業者の育成の観

点から、物件内容の許す限り地元業者を優先して見積り依頼するものとする。 
２ 所属長は、発注管理簿を作成し、適正に管理することにより見積り依頼が特定の者

に偏しないようにしなければならない。 
 
附 則 
（施行期日）  
 この基準は，平成 24 年４月１日から施行する。 
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② 請書受領に関するルール化及びその徹底 [評価：A] 

〔検証委員会報告書の再発防止に向けた提言〕 

発注しても履行されなかった前例がある事業者や特に慎重を期す必要のある場合は、「請書」を提

出させるように徹底するため、事業者から「請書」を受領するケースをルールの上でも明確化すべ

きである。 
  

  

「「②②請請書書受受領領にに関関すするるルルーールル化化及及びびそそのの徹徹底底」」のの進進捗捗状状況況  

《所管課 行財政局契約監理課》 

新たな専決調達事務処理において、履行確保の必要性が高い場合に、調達相手の事業者から提出

を受ける「請書」について、「請書」の提出を省略できる場合を明確化することで、新たなルールで

ある「請書」受領の実効性を図るため、「随意契約（物品購入）における請書提出に関する基準」を

策定し、平成 24 年度（4 月 1 日）から実施する。 
 
《参考》 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

随意契約(物品購入)における請書提出に関する基準 

平成 24年4月 1日 市長決定 
 
(趣旨) 
第 1条 この基準は、神戸市契約規則(昭和 39 年 3月規則第 120 号。)第 23 条第 2 項(第

26 条第 2 項において準用する場合を含む。)において規定する請書を省略させることが

できる場合等について必要な事項を定めることにより、随意契約の公正性、経済性、効

率性を確保することを目的とする。 
 
(請書提出の基準) 
第 2条 契約書の作成を省略する場合において、以下のいずれかに該当する場合は契約の

相手方は請書を提出しなければならない。 
(１) 契約日が属する年度及びそれより過去 5 ヵ年の間に神戸市指名停止基準要綱に基づ

く指名停止措置を受けた者と契約する場合 
(２) 印刷物を作成する場合 
(３) 口頭での見積り依頼であり、納期等で確実な履行を求める必要がある場合 
(４) 仕様書による見積り依頼であるが、所属長において、契約の相手方に確実な履行を

特に誓約させたい場合 
 
附 則 
（施行期日） 
 この基準は，平成24年４月１日から施行する。 
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③ 納品検査方法の改善 [評価：A] 

〔検証委員会報告書の再発防止に向けた提言〕 

不正防止のために納品検査で大切な視点は確実に複数の職員が検査することであり、検査員を指

定の係長級職員等に限定するなどの現行のルールは見直す必要がある。この点、他の自治体では、

局区等の長が毎年度、所属職員の中から検査員を任命し、局区等の各所管課において、横断的に任

命を受けた職員が複数名で検査を実施するという方式を採用しているところもある。こういった事

例も参考にしながら、専決調達に関する検査方法について、確実に複数職員での検査が行えるよう

に改善していくべきである。 

また、改善点に関しては、検査内容や検査方法を規定した検査要領を策定するなどルールの明確

化を図るべきである。 
  

  

「「③③納納品品検検査査方方法法のの改改善善」」のの進進捗捗状状況況  

《所管課 行財政局契約監理課》 

「不正防止のためには納品検査で大切な視点は確実に複数の職員が検査することであり、検査員

を指定の係長級職員に限定するなどの現行のルールは見直すべきである。」との提言を踏まえ、迅速

で確実な納品検査を可能とするため、これまで限定されていた物品検査員を同一局内において複数

指名できることなど納品検査方法の改善を図り、平成24年度（4月 1日）から実施する。 
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④ 備品台帳等の記載内容や備品以外の物品に関する管理ルールの明確化 

 [評価：Ｂ] 

〔検証委員会報告書の再発防止に向けた提言〕 

資産である備品や備品以外の物品について、管理の適正化を徹底するため、現行の備品管理簿の

記載内容や運用方法を見直すなど、物品管理に関するルールを定めて、物品を資産として管理でき

る台帳としての機能が十分に果たせるように改善すべきである。 
  

  

「「④④備備品品台台帳帳等等のの記記載載内内容容やや備備品品以以外外のの物物品品にに関関すするる管管理理ルルーールルのの明明確確化化」」のの進進捗捗状状況況  

《所管課 会計室会計課》 

提言を踏まえ、資産である備品等の物品の管理事務の適正化を徹底するため、新財務会計システ

ムを活用して備品管理のシステムを構築した。また、備品基準の見直しに向けて課題の整理など作

業中である。 
    

《参考》 

神戸市財務会計システム（備品管理システム画面） 
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⑤ 物品等以外の専決調達への新たな事務処理の適用 [評価：Ｂ] 

〔検証委員会報告書の再発防止に向けた提言〕 

新たな事務処理は物品等の調達事務に限定されているが、例えば役務や修繕といった物品等以外

の専決調達にも新たな事務処理を適用するようにルールを改善すべきである。 
  

  

「「⑤⑤物物品品等等以以外外のの調調達達事事務務へへのの新新たたなな事事務務処処理理のの適適用用」」のの進進捗捗状状況況  

《所管課 行財政局契約監理課》 

「見積合わせ徴取に関する基準」など提言を踏まえた新たな専決調達事務処理の改善となるルー

ルの運用状況も踏まえ、事務処理の効率性にも配慮し、物品等以外の調達事務処理への新たな専決

調達事務処理の適用拡大に向けて関係課長会等を適宜開催し、検討作業中である。 
 
 
 
⑥ 事務処理の例外的処理 [評価：Ｂ] 

〔検証委員会報告書の再発防止に向けた提言〕 

物品の性質や金額、取引の形態、支出関係書類の性質、職場実態によって、新たな事務処理の履行が

実行困難であるとかにより、その履行を求めることが真に不合理であることが客観的に明らかな場合に

は、例外的処理を認めることもやむを得ない。 

ただし、そのような場合の例外的処理を許容するとしても、新たな事務処理を骨抜きにするようなも

のであってはならず、例外的処理が、その必要性や合理性のない場合にまで波及するようなことのない

ように、許容する基準を予め明確に定めたうえで、所定の明示的手続きを経ることを条件に、代替的な

事務処理ルールを策定して、これを遵守させるべきである。 

現場での運用によって不合理や不都合を解消するのではなく、限定的な範囲においてのみ例外的処理

を認めるという厳格な運用をルール化することが肝要である。 
  

  

「「⑥⑥事事務務処処理理のの例例外外的的処処理理」」のの進進捗捗状状況況  

《所管課 行財政局契約監理課》 

例外的処理のためのルールを検討  

「見積合わせ徴取に関する基準」や「請書提出に関する基準」についてはそれぞれの基準の中で例 
外的処理に関する基準を明記した。もっとも例外的処理には様々なケースあり、例外的処理を求める

職場の意見を聞きながら、例外的処理の明確化に取り組んでいく。 
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「（３）効果的な再発防止策の策定～新たな事務処理を支える仕組みづくり～に係

る提案「ⅱ具体的な事務処理に係る提案」に対する専門委員の意見、提案等

①見積合わせのルール化 

１５ 新たに制度化した「随意契約（物品等購入）における見積書徴取に関する基準」第３条２項に基づ

き、四半期ないし半年ごとにチェックし、見積書徴取先を見直すことのルール化を検討すべきである。

 

①見積合わせのルール化、②請書受領に関するルール化及びその徹底 

１６ 新たに制度化した随意契約（物品等購入）における見積書徴取に関する基準、随意契約（物品購

入）における請書提出に関する基準に例外的処理が規定されているが、担当職員の判断で安易に拡

大しないように、例えば、発注管理簿での定期的なチェックを徹底すべきである。 

 

①見積合わせのルール化、②請書受領に関するルール化及びその徹底、③納品検査方法の改善 

１７ 今後、基準等が形骸化し、実務処理の実態から乖離したものとならないように、各所管課におい

て基準等が遵守されているか、その運用状況を定期的にモニタリングし、基準内容等の適時の見直し

を実施すべきである。なお、これらの基準等の運用状況については、今後の評価の中心としていくこと

に留意いただきたい。 

 

④備品台帳等の記載内容や備品以外の物品に関する管理ルールの明確化 

１８ 新財務会計システムによる備品管理を導入予定とのことであるが、システムで管理すべき情報

の正確性を担保するため、システム導入前に、備品の定義を明確化するとともに、備品基準を見直

し、また、各所管課において、備品の管理状況を正確に把握するため、実地棚卸を複数職員で必ず

実施すべきである（実地棚卸はシステム導入後も定期的に実施することを望む）。なお、実地棚卸の

実施に際しては、各所管課に対する事前のフォローアップ（説明会や棚卸実施のガイドライン或いは

ＱＡ等の策定）体制が整備すべきことも付言しておく。 

 

⑤物品等以外の調達事務への新たな事務処理の適用 

１９ 当初のスケジュールでは平成 23 年 9 月からの実施予定であったが、大幅に遅れており、速やか

に実施する必要がある。また、制度化に当っては、事務の効率性にも配慮しつつ、物品等の調達事務

以外の事務処理フローに潜む不正リスク要因を正確に把握、分析し、当該リスクを解消するための対

策を講じる必要がある。 

 

⑥事務処理の例外的処理 

２０ 例外的処理が「新たな事務処理の履行を求めることが真に不合理であることが客観的に明らかな

場合にのみ」認められている（報告書３４頁）ことを厳格にチェックするシステムを確立すべきである。

提言では、例外的処理が、その必要性や合理性の無い場合にまで波及することが無いように、①許

容するアウトラインとなる基準を予め明確に定めること。②例外的処理を許容する際の手続を経てい

ること。③代替的事務処理ルールを策定することが求められているが、認められた例外的処理に関し

てこれらの点を全て網羅する一覧表を作成することが有用である。 
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□□□（（（３３３）））効効効果果果的的的ななな再再再発発発防防防止止止策策策ののの策策策定定定～～～新新新たたたななな事事事務務務処処処理理理ををを支支支えええるるる仕仕仕組組組みみみづづづくくくりりり～～～ににに係係係

るるる提提提案案案   ⅱⅱⅱ   具具具体体体的的的ななな事事事務務務処処処理理理ににに係係係るるる提提提案案案」」」ににに係係係るるる平平平成成成２２２４４４年年年度度度ののの取取取組組組方方方針針針   

①①見見積積合合わわせせののルルーールル化化  

  随随意意契契約約（（物物品品等等購購入入））ににおおけけるる見見積積書書徴徴取取にに関関すするる基基準準第第３３条条２２項項のの発発注注管管理理簿簿ににつついいてて所所  

属属長長はは少少ななくくとともも四四半半期期ごごととににチチェェッッククをを行行ううよよううにに通通知知ししてていいるるがが、、発発注注管管理理簿簿にによよるるチチェェッッ  

ククののルルーールル化化をを図図りり、、庁庁内内イインントトララやや研研修修ななどどをを通通じじてて周周知知にに努努めめてていいくく。。  

  

①①見見積積合合わわせせののルルーールル化化、、②②請請書書受受領領にに関関すするるルルーールル化化及及びびそそのの徹徹底底、、③③納納品品検検査査方方法法のの改改善善  

平平成成 2244 年年 44 月月 11 日日かからら新新たたなな基基準準等等をを運運用用ししてていいるるととこころろでであありり、、一一定定のの期期間間をを置置いいてて運運用用  

状状況況ににつついいてて把把握握ししたたいいとと考考ええてていいるる。。そそのの上上でで必必要要なな改改善善点点等等ががああれればば対対応応ししてていいききたたいい。。なな

おお、、運運用用ににああたたっっててはは、、職職員員かからら質質問問ののああっったた内内容容をを中中心心ににＱＱ＆＆ＡＡをを庁庁内内イインントトララにに掲掲載載すするるなな

どど、、各各所所属属ににおおいいてて事事務務処処理理にに遺遺漏漏ののなないいよようう引引きき続続きき庁庁内内へへのの周周知知をを図図っってていいくく。。  

  

④④備備品品台台帳帳等等のの記記載載内内容容やや備備品品以以外外のの物物品品にに関関すするる管管理理ルルーールルのの明明確確化化  

新新財財務務会会計計シシスステテムムにによよるる備備品品管管理理のの運運用用前前にに、、物物品品管管理理基基準準のの一一部部見見直直ししをを行行ううととととももにに、、  

各各所所管管課課ででのの備備品品のの実実地地棚棚卸卸ななどどをを実実施施すするる予予定定ででああるる。。平平成成 2244 年年 1100 月月をを目目途途にに新新財財務務会会計計  

シシスステテムムにによよるる備備品品管管理理をを目目指指すす。。  

  

⑤⑤物物品品等等以以外外のの調調達達事事務務へへのの新新たたなな事事務務処処理理のの適適用用  

  物物品品のの新新たたななルルーールルをを平平成成 2244 年年 44 月月かからら運運用用ししてておおりり、、物物品品以以外外へへのの運運用用ににつついいててははそそのの状状況況

をを踏踏ままええ、、内内容容をを検検討討すするる必必要要ががああるるとと考考ええてていいるる。。従従っってて、、  

（（１１））物物品品のの新新たたななルルーールルのの状状況況把把握握  

（（２２））各各局局のの実実態態把把握握  

（（３３））適適用用範範囲囲のの検検討討  

（（４４））具具体体案案のの検検討討  

（（５５））新新たたななルルーールルのの庁庁内内周周知知  

とといいううススケケジジュューールルでで取取りり組組みみ、、平平成成 2255 年年 44 月月 11 日日かかららのの実実施施をを目目指指すす。。  
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⑥⑥事事務務処処理理のの例例外外的的処処理理  

見見積積合合わわせせやや請請書書のの関関係係ににつついいてて例例外外的的処処理理をを中中心心ととししたた基基準準をを策策定定ししたたととこころろででああるるがが、、ここ

れれをを厳厳格格にに運運用用ししてていいくく。。ままたた、、ここれれ以以外外ににもも様様々々なな例例外外的的処処理理をを必必要要ととすするるケケーーススがが存存在在すするる

たためめ、、実実務務処処理理にに携携わわるる職職員員かからら寄寄せせらられれるる質質問問等等にに対対しし、、考考ええ方方やや事事務務処処理理方方法法等等をを記記載載ししたた

ＱＱ＆＆ＡＡをを作作成成しし、、早早期期にに庁庁内内イインントトララにに掲掲載載すするるここととでで事事務務処処理理ののルルーールルととししてていいくく。。ここれれららのの

取取組組みみにによよりり、、例例外外的的処処理理がが無無秩秩序序にに拡拡散散すするるここととののなないいよよううにに徹徹底底ししてていいくく。。  
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《ⅲ 予算執行に係る提案》 

① 予算編成システムの運用改善 [評価：A] 

〔検証委員会報告書の再発防止に向けた提言〕 

事業に必要な備品購入費については、配分予算額の範囲内で各局区等において、その必要性

に関する十分な説明責任を果たすことを前提としたうえで、適切な額を当初予算で計上するように

運用を改善すべきである。 
  

  

「「①①予予算算編編成成シシスステテムムのの運運用用改改善善」」のの進進捗捗状状況況  

《所管課 行財政局財務課》 

平成23年度予算編成方針において、予算執行におけるコンプライアンスの徹底を周知するととも

に、事業に必要な物品等に関しては適切な予算編成が行えるようにシステムを改善し、実施した。

また、平成24年度予算編成方針においても継続して実施した。 

 
 
 

② 予算流用手続の簡素化 [評価：A] 

〔検証委員会報告書の再発防止に向けた提言〕 

各所管課において、財政規律を確保し、市民に対して公金支出に対する十分な説明責任を果たす

という目的を維持しつつ、各所管課における年度途中の状況変化に対する迅速な予算執行に柔軟に

対応できるように、現在、行財政局財務課まで承認が必要な手続を各局区等の庶務担当課までの承

認とするなど事務手続の簡素化を検討すべきである。 
  

  

「「②②予予算算流流用用手手続続のの簡簡素素化化」」のの進進捗捗状状況況  

《所管課 行財政局財務課》 

平成23年度から流用手続きの簡素化を図るとともに、所管局において説明責任を果たす観点から、

節間流用について行財政局への合議を廃止した。 

 

 

 

③ 予算節減のインセンティブを高める取組の推進 [評価：A] 

〔検証委員会報告書の再発防止に向けた提言〕 

予算リサイクル制度について、対象となる事例や取組を明確化するとともに、実際に経費の

節減に取り組んだ所管課にそのメリットが還元されるような仕組みも検討するなど職員による予算

節減のインセンティブが働くような制度に改善していくべきである。 
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「「③③予予算算節節減減ののイインンセセンンテティィブブをを高高めめるる取取組組のの推推進進」」のの進進捗捗状状況況  

《所管課 行財政局財務課》 

平成23年度から経費節減の取組みとして、次年度以降の予算に反映する制度である予算リサイク

ル制度について、よりインセンティブが働く制度に改善（活用額を経費節減額の１／２から全額に

拡充）し、周知している。 

《参考》 

記者提供資料より（平成23年度予算執行） 

 
 

 

 

④ 予算の計画的執行の仕組みづくり [評価：A] 

〔検証委員会報告書の再発防止に向けた提言〕 

事業予算を所管する所管課ごとに、実績を踏まえた年間の予算執行計画を財務会計システムを活

用して策定、管理するとともに、所管課が予算を掌理している各局区等の庶務担当課などと情報共

有するなど専決調達による予算の計画的執行の仕組みを構築すべきである。 
  

「「④④予予算算のの計計画画的的執執行行のの仕仕組組みみづづくくりり」」のの進進捗捗状状況況  

《所管課 行財政局財務課》 

財務会計システムに、取引事業者及び会計科目（節、細節別）ごとの予算執行額（1 ヶ月）が前

年度比で把握できる機能等を追加し、各局室区における予算執行管理の徹底を図っている。 
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「（３）効果的な再発防止策の策定～新たな事務処理を支える仕組みづくり～に

係る提案 ⅲ 予算執行に係る提案」に対する専門委員の意見、提案等 

①予算編成システムの運用改善 

２１ 今後も実態に応じた予算編成に努めるとともに、各所管課における予算執行のマネジメント機

能を高め、市民への説明責任をしっかりと果たせる適切な予算執行事務の確保を図っていく必要が

ある。 

 

②予算流用手続の簡素化 

２２ 各所管課での安易な流用を助長しないように、適正な流用手続の確保を財務課として徹底して

いく必要がある。また、決算後の各所管課での流用結果と財務課査定の結果と比較・分析し、査定

と大きくかけ離れている場合には、翌年度予算査定で、当該所管課の意見を聴取し、反映できるも

のは反映するなど、適切な予算編成となるようにすべきである。 

 

③予算節減のインセンティブを高める取組の推進 

２３ 今後も予算リサイクル制度の適切な運用を通じて、各所管課での予算執行のマネジメント機能

を高め、適切な予算執行事務の確保を図っていくべきである。 

 

④予算の計画的執行の仕組みづくり 

２４ 今後も、提言を踏まえ、繰り返し各局区における配分予算の適切な執行に関する統制機能を

高め、予算の執行内容や執行時期の適正化を徹底する必要がある。 
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□□□（（（３３３）））効効効果果果的的的ななな再再再発発発防防防止止止策策策ののの策策策定定定～～～新新新たたたななな事事事務務務処処処理理理ををを支支支えええるるる仕仕仕組組組みみみづづづくくくりりり～～～

ににに係係係るるる提提提案案案   ⅲⅲⅲ   予予予算算算執執執行行行ににに係係係るるる提提提案案案   ににに係係係るるる平平平成成成２２２４４４年年年度度度ののの取取取組組組方方方針針針   

①①予予算算編編成成シシスステテムムのの運運用用改改善善  

予予算算編編成成かからら予予算算執執行行ままででにに期期間間をを要要すするるたためめ、、所所要要経経費費がが適適切切にに計計上上さされれるるよようう引引きき続続  

きき精精緻緻なな見見積積ももりりががななさされれるるよようう周周知知をを図図っってていいくく。。  

  

②②予予算算流流用用手手続続のの簡簡素素化化  

流流用用承承認認決決議議のの合合議議廃廃止止初初年年度度ででああるる平平成成2233年年度度決決算算ににおおけけるる所所管管局局ででのの流流用用状状況況ににつついい 

てて、、手手続続ききがが適適正正執執行行さされれてていいるるかかのの検検証証をを行行っってていいくく。。  

  

③③予予算算節節減減ののイインンセセンンテティィブブをを高高めめるる取取組組のの推推進進  

引引きき続続きき、、制制度度のの有有効効活活用用ががななさされれるるよようう決決算算見見込込作作業業をを通通じじてて各各局局室室へへのの周周知知をを図図っってて

いいくく。。  

  

④④予予算算のの計計画画的的執執行行のの仕仕組組みみづづくくりり  

よよりり有有効効にに予予算算執執行行状状況況資資料料をを活活用用ででききるるよようう、、他他都都市市ででのの取取組組みみ状状況況もも参参考考ににししなながが  

らら統統一一的的なな執執行行状状況況検検証証ススキキーームムのの構構築築をを目目指指すす。。   
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《ⅳ モニタリングに係る提案》 

① モニタリング可能な帳票類への改善 [評価：A] 

〔検証委員会報告書の再発防止に向けた提言〕 

発注書については、その送付過程（送付日時、事業者側の受領者名等）を発注書の書面上にも明

確化すべきである。 

また、納品書に関しては、事業者から受領した納品書への検査職員の記名押印を徹底するととも

に、検査調書には、検査項目（現物検査、発注書明細と納品書明細とのチェック等）や検査の場所

など納品検査の実施方法などが事後的に第三者にも追証できるような記載項目を追加すべきである。

さらに、発注管理簿の書式や運用方法を改善すべきである。 

なお、現在は発注書や発注管理簿は帳票として保管されているが、発注情報の集約化や効果的な

モニタリングシステムを構築するために、財務会計システムと連動させることも検討すべきである。 
  

「「①①モモニニタタリリンンググ可可能能なな帳帳票票類類へへのの改改善善」」のの進進捗捗状状況況  

《所管課 会計室会計課》 

平成 24 年度（4 月 1 日）から新たな専決調達事務処理における物品等発注書帳票や発注管理簿を

財務会計システムに取り込み、支出負担行為登録や支出命令等とシステム連携させ、発注から支払

まで財務会計システム内で運用・管理する仕組みを開始する。 
 《参考》 

物品購入等発注書 
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② 所管課による専決調達に対する牽制機能の強化 [評価：A] 

〔検証委員会報告書の再発防止に向けた提言〕 

事業予算を所管する所管課長が執行責任を有するのは当然であるが、適正な財務会計事務を確保

するために、例えば、財務会計システムを利用して各所管課長の上司である部長級職員が、不自然

な調達が無いかどうかをチェックするなど予算執行状況の定期的なモニタリングの仕組みの構築や、

各所管課をとりまとめる局や部の庶務担当課による予算執行のマネジメント機能の強化を通じて、

各所管課による専決調達に対して牽制する機能を発揮できるようにすべきである。 
  

「「②②所所管管課課にによよるる専専決決調調達達にに対対すするる牽牽制制機機能能のの強強化化」」のの進進捗捗状状況況  

《所管課 会計室会計課／行財政局財務課》 

財務会計システムに、取引事業者及び会計科目（節、細節別）ごとの予算執行額（1 ヶ月）が前

年度比で把握できる機能等を追加し、部長級職員が執行チェックできる帳票を出力できるようにす

るなど各局室区における予算執行管理の徹底を図っている。 
また、事故の未然防止、事務事業の適正な執行を確保するためには、日頃からの点検も不可欠で

あることから、平成23年 11月～12月にかけて各所属で実施する自主監査について、新たな専決調

達事務処理を監査必須項目に指定し、所管課でのモニタリングを実施している。 

 

 

③ 抽出調査の実施 [評価：A] 

〔検証委員会報告書の再発防止に向けた提言〕 

市が自ら主体となって、事務処理に関するフローチャートに基づき、定期的に新たな事務処

理に関する抽出調査を実施すべきである。 

また、調査結果に関しては公表し、財務会計事務に関する職員研修にもフィードバックする

とともに、改善点に関してはフォローアップを必ず実施すべきである。 
  

④ 会計室と行財政局監察室との連携 [評価：A] 

〔検証委員会報告書の再発防止に向けた提言〕 

内部監察を担当する行財政局監察室と会計事務検査、支出命令審査を担当する会計室は、新

たな事務処理が適切かつ効果的に実施されているかどうかという点について、適切な役割分担

に基づき抽出調査等を通じて定期的にモニタリングすることが望まれる。 

また、モニタリングを通じて、社会経済情勢の変化や新たな類型の取引の発生等の諸要因に

より発生する新たな事務処理の見直しについて適正な意見を言うべきである。 
  

「「③③抽抽出出調調査査のの実実施施」」のの進進捗捗状状況況  

「「④④会会計計室室とと行行財財政政局局監監察察室室ととのの連連携携」」のの進進捗捗状状況況  

《所管課 会計室会計課／行財政局監察室》 
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（仮称）経理事務特別検査要領の策定(無作為抽出、無通告、事業者帳簿による調査など)  

市の契約事務に係る財務会計事務処理に対するチェック機能の強化及びモニタリングを通じて不

適正な経理処理の未然防止を徹底し、公金を財源とする市の契約事務、予算執行の適正化を図る仕

組みとして、行財政局監察室が実施する行政調査の一環として新たに平成23年 10月 28日に「契約

に係る事務調査指針」及び職員向けガイドラインを策定し、職員に対して周知した。 

また、会計室と行財政局監察室が連携して調査を実施できるように、平成23年 11月１日付けで

会計室の関係職員を行財政局職員として兼務発令した。 

 
 

 

⑤ 事業者の協力義務の明確化 [評価：Ｂ] 

〔検証委員会報告書の再発防止に向けた提言〕 

新たな事務処理の実効性を担保するには、調達の相手方である事業者の協力が不可欠である。

市が実施する調査において、事業者が保有する発注書の写しを始め、市との取引関係の帳簿類

の閲覧やその写しを提出してもらう必要があり、事業者の調査への協力を義務づけられるよう、

事業者との間のルールづくりを早急に検討すべきである。 
  

  

「「⑤⑤事事業業者者のの協協力力義義務務のの明明確確化化」」のの進進捗捗状状況況  

《所管課 会計室会計課／行財政局監察室》 

平成23年 10月に策定した「契約に係る事務調査指針（以下「指針」）」では、調査方法として、「行

財政局長は、必要があると認めるときは契約の相手方等関係者に対して、文書照会、実地その他の方

法による調査への協力を求め、当該関係者に対する調査」（指針第 5 条第 2 項）することとした。調

査の実施状況を踏まえ、調査への協力の義務づけなど事業者との間のルールづくりを検討作業中であ

る。 
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「（３）効果的な再発防止策の策定～新たな事務処理を支える仕組みづくり～に

係る提案 ⅳ モニタリングに係る提案」に対する専門委員の意見、提案等

①モニタリング可能な帳票類への改善 

２５ 物品購入発注書の送付過程（送付日時、事業者側の受領者名等）を発注書の書面上に明確化

すること（報告書３５頁）を検討すべきである。また、新財務会計システムを活用した発注管理簿の

運用方法については、各所管課での定期的なチェック方法などのルールを確立すべきである。 

 

②所管課による専決調達に対する牽制機能の強化 

２６ 部長級の幹部職員による不適正な経理処理に対する牽制機能を果たせるような定例報告シス

テムの設計と予算執行率の可視化によって不適正な経理処理をモニタリングしやすい帳票等への

改善が必要である。 

 

２７ 提言を踏まえ「各所管課による専決調達に対して牽制する機能を発揮できる」ように、各局室区

庶務担当課や会計室での審査方法を改善するなど審査方法の多様化を検討して欲しい。 

 

③抽出調査の実施、④会計室と行財政局監察室との連携 

２８ 会計室と行財政局監察室との連携による抽出調査の具体化である「契約に係る事務調査指針」

に基づく調査結果の分析を踏まえた事務処理の改善や、事業者の協力を通じて不適正な経理処理

の抑止機能を発揮できるように運用すべく、速やかに調査を実施すべきである。 

 

２９ 調査実施に際しては、物品等の調達事務だけでなく、役務や修繕、委託契約など様々な契約 

事務を対象にすべきである。 

 

⑤事業者の協力義務の明確化 

３０ 当初のスケジュールでは平成 23 年度末になっており、速やかに具体化に向けた検討を進める

べきである。 
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□□□   （（（３３３）））効効効果果果的的的ななな再再再発発発防防防止止止策策策ののの策策策定定定～～～新新新たたたななな事事事務務務処処処理理理ををを支支支えええるるる仕仕仕組組組みみみづづづくくくりりり～～～   

ににに係係係るるる提提提案案案   ⅳⅳⅳ   モモモニニニタタタリリリンンングググににに係係係るるる提提提案案案ににに対対対すすするるる平平平成成成２２２４４４年年年度度度ののの取取取組組組方方方針針針   

①①モモニニタタリリンンググ可可能能なな帳帳票票類類へへのの改改善善  

新新財財務務会会計計シシスステテムムをを改改善善しし、、平平成成 2244 年年 44 月月 11 日日かからら見見積積ももりり・・発発注注かからら支支出出負負担担行行為為書書・・ 

支支出出命命令令書書・・発発注注管管理理簿簿をを関関連連づづけけてて事事務務処処理理状状況況をを管管理理すするるここととががででききるるよよううににななっったた。。今今

後後、、シシスステテムムのの適適切切なな運運用用をを徹徹底底ししてていいくくととととももにに、、発発注注管管理理簿簿にによよるるチチェェッッククののルルーールル化化をを

図図りり、、庁庁内内イインントトララやや研研修修ななどどをを通通じじてて周周知知にに努努めめてていいくく。。  

  

②②所所管管課課にによよるる専専決決調調達達にに対対すするる牽牽制制機機能能のの強強化化  

よよりり有有効効にに予予算算執執行行状状況況資資料料をを活活用用ででききるるよようう、、他他都都市市ででのの取取りり組組みみ状状況況もも参参考考ににししななががらら  

統統一一的的なな執執行行状状況況検検証証ススキキーームムのの構構築築をを目目指指すす。。  

  

③③抽抽出出調調査査のの実実施施、、④④会会計計室室とと行行財財政政局局監監察察室室ととのの連連携携、、⑤⑤事事業業者者のの協協力力義義務務のの明明確確化化  

契契約約にに係係るる事事務務調調査査指指針針にに基基づづきき抜抜きき打打ちちにによよるる定定期期的的なな抽抽出出調調査査をを実実施施ししてていいくく。。ままたた、、  

並並行行ししてて調調査査実実施施にに対対すするる事事業業者者のの協協力力にに関関すするるルルーールル作作りり、、調調査査結結果果のの公公表表方方法法、、調調査査結結果果

をを踏踏ままええたた事事務務処処理理ののモモニニタタリリンンググ方方法法をを検検討討ししてていいくく。。  
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《Ⅴ 組織に係る提案》 

① 一括調達システムの導入 [評価：Ｂ] 

〔検証委員会報告書の再発防止に向けた提言〕 

各所管課が日常的に使用する物品等の発注に関して、所管課から切り離し、集中的に実施する調

達事務の一元化について、他の自治体や民間企業の事例も踏まえ、課題を整理し、早急に導入

すべきである。また、一括調達システムの導入に先立ち、例えば、既に多くの民間企業でも利用さ

れている民間事業者が提供するインターネットによる一括購買システムなどを対象の所管課を

限定して試験的に実施し、運用上の課題を整理するなどの対応も試みられたい。 
  

  

「「①①一一括括調調達達シシスステテムムのの導導入入」」のの進進捗捗状状況況  

《所管課 行財政局行政経営課》 

既存の共通物品制度（会計室で物品を一括発注し、業者が各所属に納品する制度）に各所管課が

日常的に使用する主な物品（約50品目程度）を追加し、共通物品一括調達制度として再構築（平成

24年 10月頃実施予定）するため検討作業中である。 

また、民間事業者が提供するインターネット購買システムについては、平成 23 年 8 月から平成

24年 3月末まで一部所属での試験運用を行い、試験運用の状況を踏まえ課題を整理し、検証を行っ

ている。 
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② 物品等の専決調達も含めた契約事務総括部署の設置 [評価：A] 

〔検証委員会報告書の再発防止に向けた提言〕 

専決調達を含む契約関連規定の整備や運用基準の統一化及び適宜の規定改定や事務処理の見直し、

指導体制の充実、さらには契約事務に関する事業者向け対応の集約化、事務処理の状況把握のため

に、責任をもって推進していく総括となる部署を設置すべきである。 
  

  

「「②②物物品品等等のの専専決決調調達達もも含含めめ契契約約事事務務総総括括部部署署のの設設置置」」のの進進捗捗状状況況  

《所管課 企画調整局企画課》 

平成24年度（4月 1日）から行財政局財政部に、市の契約事務全体にかかる相談、指導及び調整

業務を所管する契約事務の総括部署である契約監理課を設置し、指導・改善担当係長を新設した。 

 

 

③ 新たな事務処理についての相談体制の確立 [評価：A] 

〔検証委員会報告書の再発防止に向けた提言〕 

経理事務に携わる機会の少ない職員も含めて全職員が、日頃から財務会計事務に関する基本的な

知識を身につけられるように、新たな事務処理も盛り込んだマニュアルを策定すべきである。 

また、職員専用ネットなどを活用して、新たな事務処理を含めた財務会計事務や会計関連規程の

改正情報、よくある質問への回答などについて、よりわかりやすい情報発信にも取り組むべきであ

る。 

新たな事務処理の運用に関して、経理事務に携わる職員の疑義に関して所管課での自主的解決に

押しつけてしまうことが決して無いように、支出命令審査を担当する会計室において相談窓口を一

本化し、審査と指導対応の集約化を図り、集約された事務処理に関する問題点に対して、財務会計

事務に関するルールの改善にフィードバックできるようにすべきである。 
  

  

「「③③新新たたなな事事務務処処理理ににつついいててのの相相談談体体制制のの確確立立」」のの進進捗捗状状況況  

《所管課 会計室会計課》 

既存の財務会計事務の手引きを改定し、新たな専決調達事務処理等も盛り込んだ、バインダー方

式の手引書を策定し、平成 24 年 3 月下旬に全所属に配布し、庁内イントラにも掲載した。 
また、随時、会計事務処理の一連の手続きの中で相談を受けるとともに、庁内イントラを活用し、

財務会計事務に関する情報（会計事務に関する改正、取扱いの変更等、さらには財務会計事務に関

する研修資料等）発信の充実を図っている。 
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「（３）効果的な再発防止策の策定～新たな事務処理を支える仕組みづくり～に

係る提案「ⅴ 組織に係る提案」に対する専門委員の意見、提案等 

①一括調達システムの導入 

３１ 当該提言の趣旨である発注における所管課と事業者との接点を遮断し、調達事務に関する権

限の分散を図る（報告書 28 頁）という点を踏まえ、事務処理の効率性やシステム導入のコスト等も

勘案し、システム導入を図っていく必要がある。なお、一括発注システムの検討結果やインターネッ

ト購買システムの試験運用の検証結果などを、今後、随時、専門委員に報告していただきたい。 

 

②物品等の専決調達も含め契約事務総括部署の設置 

３２ 新たに設置された契約監理課が、提言の趣旨を踏まえ契約事務総括部署としての役割を十分

に果たしていく必要があるが、新たな事務処理の例外的処理の管理者としても、例外的処理の濫

用、形骸化が行われないように、その適用事例の限定性、適用要件の厳格性に、高度の注意を払

うよう意識していただきたい。 

 

３３ 契約監理課を設置しても、他部署は契約事務に無関係ということではなく、経理適正化に必要 

な役割を他部署も連携して果たしていく必要がある。 

 

③新たな事務処理についての相談体制の確立 

３４ 電子メール等を通じて実務処理で職員が抱える疑問点や問題点を相談対応部署に対して随時

質問できる仕組みや、その回答や事務処理に関する留意点などを庁内イントラで掲載するなど、職

員全員が常時、正しい事務処理に関する知識を得られる環境を整備していくべきである。 
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□□□   （（（３３３）））効効効果果果的的的ななな再再再発発発防防防止止止策策策ののの策策策定定定～～～新新新たたたななな事事事務務務処処処理理理ををを支支支えええるるる仕仕仕組組組みみみづづづくくくりりり

～～～ににに係係係るるる提提提案案案   ⅴⅴⅴ組組組織織織ににに係係係るるる提提提案案案ににに対対対すすするるる平平平成成成２２２４４４年年年度度度ののの取取取組組組方方方針針針   

①①一一括括調調達達シシスステテムムのの導導入入  

一一括括発発注注シシスステテムムのの導導入入にに関関ししててはは、、共共通通物物品品一一括括調調達達制制度度ととししてて平平成成 2244 年年 1100 月月頃頃にに運運 

用用をを開開始始しし、、以以後後順順次次品品目目のの拡拡大大やや運運用用ルルーールルのの改改善善をを図図るる。。ままたた、、「「イインンタターーネネッットトにによよ

るる一一括括購購買買シシスステテムムのの導導入入」」にに関関ししててはは、、平平成成 2233 年年度度のの試試験験運運用用のの状状況況をを評評価価・・検検証証しし、、

導導入入のの可可否否をを含含めめ引引きき続続きき検検討討すするる。。  

  

②②物物品品等等のの専専決決調調達達もも含含むむ契契約約事事務務総総括括部部署署のの設設置置  

今今後後、、新新設設ししたた効効果果ややそそのの実実績績をを検検証証ししてていいくく。。  

  

③③新新たたなな事事務務処処理理ににつついいててのの相相談談体体制制のの確確立立  

職職員員かからら質質問問ののああっったた内内容容をを中中心心ににＱＱ＆＆ＡＡをを庁庁内内イインントトララにに掲掲載載すするるととととももにに、、「「財財務務会会  

計計事事務務のの手手引引きき」」ややママニニュュアアルル、、研研修修内内容容、、事事例例集集等等、、掲掲載載情情報報もも見見直直ししななががらら、、継継続続ししてて

職職員員へへのの相相談談体体制制をを充充実実ささせせてていいくく。。 
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市民への説明責任に係る提案 [評価：A] 

〔検証委員会報告書の再発防止に向けた提言〕 

再発防止策の内容、実施状況等について、市民への説明責任を果たすことが重要であるが、具体

的には、ホームページ等により、再発防止策の内容を明らかにするとともに、定期的に再発防止策

の実施状況や新たな事務処理についての違反事例を公表すべきであると考える。 

再発防止策の実施等に透明性を持たせ、市民からの監視という機能をさらに有効なものとするた

めに、再発防止策の実施状況ならびに当委員会の報告に対する市の取組の進行状況について第三者

によるモニタリング体制を確立することが望ましい。 
  

  

「「再再発発防防止止策策及及びび提提言言内内容容のの進進捗捗状状況況にに関関すするる第第三三者者もも関関与与ししたた進進行行管管理理、、モモニニタタリリンンググ体体制制のの確確立立」」のの進進捗捗状状況況  

《所管課 行財政局監察室》 

経理適正化に向けた個々の提言の進捗状況について、再発防止の趣旨に沿った具体化、効果的な運用

や実施がなされているかどうかを公正かつ専門的な視点から、調査評価してもらうために、地方自治法

に基づく専門委員に関する規則を平成24年 2月 24日に策定し、平成24年 2月 27日に 3名の専門委員

を選任した。 

 神 戸 市 経 理 適 正 化 外 部 評 価 専 門 委 員 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。  

  平 成 ２ ４ 年 ２ 月 ２ ４ 日   

                    神 戸 市 長  矢  田  立  郎  田 郎  

神 戸 市 規 則 第４ １ 号  

   神 戸 市 経 理 適 正 化 外 部 評 価 専 門 委 員 規 則  

（ 設 置 ）  

第 １ 条  地 方 自 治 法（ 昭 和 22年 法 律 第 67号 ）第 174条 第１ 項 の 規 定 に 基 づ き ，経 理

適 正 化 外 部 評 価 専 門 委 員 （ 以 下 「 専 門 委 員 」 と い う 。） を 置 く 。  

 （ 委 嘱 ）  

第 ２ 条  専 門 委 員 は ， ３ 人と し ， 法 律 ，監 査 ， 会 計 又 は 財 務 に つ い て 専 門 の 学 識

経 験 を 有 す る 者 の 中 か ら ， 市 長 が 委 嘱 す る。  

 （ 職 務 ）  

第 ３ 条  専 門 委 員 は ， 本 市 に お け る 経 理 に 係 る 事 務 処 理 の 適 正 化 に 関 す る取 組 み

に つ い て 調 査 し ， 及 び 評 価 す る 。  

 （ 任 期 ）  

第 ４ 条  専 門 委 員 の 任 期 は ， ２ 年 と す る 。 た だ し ， 再 任 を妨 げ な い 。  

２  専 門 委 員 が 欠 け た 場 合 に お け る 補 欠 の 専 門 委 員 の 任 期 は ， 前 任 者 の 残 任 期 間

と す る。  

 （ 施 行 細 目 の 委 任 ）  

第 ５ 条  こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か， 専 門 委 員 に 関 し 必 要 な 事 項 は ， 主 管 局 長

が 定 め る。  

   附  則  

 こ の 規 則 は ， 平 成 24年 ２ 月 27日 か ら 施 行 す る 。   
 

 

（４）市 民 へ の 説 明 責 任 に 係 る 提 案 
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「（４）市民への説明責任に係る提案」に対する 

専門委員の意見、提案等 

３５ まず、市民への説明責任を有するのは、第一義的には、市自身である。経理適正化外部評価

専門委員の評価は、市による再発防止策の実施や市民への説明に透明性を持たせ、市民による 

監視機能を有効なものとするための手段に過ぎない（報告書３８頁）ことを認識して、市自らが積極

的に実施状況や新たな事務処理の違反事例を公表することに努めていただきたい。 

 

３６ 定期的に評価を実施し、事務処理の改善を図っていく必要がある。もっとも、改善に当たって 

は評価委員の意見や提案だけでなく、実務に携わる職員の意見や評価も踏まえたものにする必 

要がある。 

 

３７ 提言を踏まえた様々な取組みに伴う実務での負担に関しては、市民への「説明責任」という観

点から必要不可欠であるということを、改めて全職員に十分に周知徹底と理解を促進することが望

まれる。 

 
 

□□□   （（（ ４４４ ））） 市市市 民民民 へへへ ののの 説説説 明明明 責責責 任任任 ににに 係係係 るるる 提提提 案案案 ににに 対対対 すすす るるる 平平平 成成成 ２２２ ４４４ 年年年 度度度 ののの 取取取 組組組 方方方 針針針   

本本年年３３月月上上旬旬かからら５５月月下下旬旬ににかかけけてて、、提提言言項項目目のの進進捗捗状状況況をを調調査査評評価価いいたただだきき、、６６月月上上旬旬  

をを目目処処にに委委員員のの評評価価結結果果をを含含めめ進進捗捗状状況況をを公公表表すするる。。そそのの後後もも専専門門委委員員にによよるる継継続続的的なな評評価価  

をを踏踏ままええてて、、半半年年程程度度をを目目処処にに定定期期的的にに公公表表ししてていいくく。。  

ままたた、、提提言言をを踏踏ままええ積積極極的的にに市市民民へへのの説説明明責責任任をを果果たたすすべべくく、、再再発発防防止止策策のの実実施施状状況況をを含含  

むむ経経理理適適正正化化のの取取組組みみをを適適宜宜公公表表ししてていいくく。。   

 


